
 
 

 
 

令和８年３月１２日 

 

退職手当共済制度についてのご連絡 

 

本冊子には、令和８年度の取扱いに関する各種のお知らせをまとめています。 

本制度を適切かつ円滑にご利用いただくためにも、ぜひご一読ください。 
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ⅠⅠ  最最初初ににごご確確認認くくだだささいい  

  

１１  退退職職手手当当共共済済シシスステテムムののごご利利用用ににつついいててののおお願願いい  

 

（（１１））退退職職手手当当共共済済シシスステテムムごご利利用用ののおお願願いい  

令和７年１月より、退職手当共済のすべての手続きがオンラインで申請可能となった 

ため、届届出出のの際際はは原原則則ととししてて退退職職手手当当共共済済シシスステテムムでで作作成成・・提提出出ししててくくだだささいい。。 

なお、次の手続きについては、別途届出方法をご案内しますので、機構へご連絡 

ください。 

・共済契約の解除 

・共済契約の部分解除（特定介護保険施設等・申出施設等のみ） 

・非加入の取り下げ（特定介護保険施設等のみ） 

 

システム操作等については、機構ＨＰをご確認ください。 

▼ ＷＡＭ ＞ 退職手当共済事業 ＞ 退職手当共済システムのご案内 

ＵＲＬ：https://www.wam.go.jp/hp/taite_newsystem_guide/ 

 

（（２２））ロロググイインン方方法法ののごご案案内内  

ＩＤとパスワード（※）の入力が必要です。詳しくは、Ｐ１６の退職手当共済シ

ステムログインマニュアルをご覧ください。 

※令和７年１月以降、ＢＶＡから始まるＩＤはご利用いただけませんので、ご注

意ください。 

 

（（３３））登登録録メメーールルアアドドレレススのの確確認認・・更更新新ののおお願願いい  

退職手当共済システムでは、各種お手続きに関するお知らせをシステムおよびメ

ールで通知するため、共済契約者の連絡先メールアドレスを登録いただいています。  

登録されているメールアドレスの変更が必要な場合は、システムにログイン後の 

ホーム画面に表示されているメールアドレスをクリックし、「契約者・法人担当者情

報の確認・変更」画面より、変更をお願いします。 

 

（（４４））シシスステテムムのの操操作作にに関関すするる各各種種注注意意点点 

      システムの仕様上、一部の機能については、操作の際にご注意いただく必要があ 

ります。機構ＨＰの「退職手当共済システムのご案内」にＱ＆Ａを掲載していますの 

で、ご参照ください。 
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２２  主主要要ななおお手手続続ききににつついいてて  

 

（（１１））掛掛金金のの納納付付  

①「令和８年度掛金納付対象職員届」の提出 

・令和８年４月３０日が期限です。（法令による） 

（システムへのログインの手順については、Ｐ１６をご参照ください） 

    ※インターネット環境が整っていないなどの理由で、システムを利用できない場 

合は、別途届出方法をご案内しますので、当機構までご連絡ください。 

 

②「令和８年度掛金」の納付（いずれも法令による） 

・令和８年５月３１日が期限です。 

  ・単位掛金額は、４４９９，，５５００００円円の予定です。（令和８年３月末の厚生労働大

臣告示により決定します。決定次第、機構ホームページでお知らせいたし

ます。） 

   ※掛金の額は、社会福祉施設職員等退職手当共済法 第１５条第３項「退職

手当金の支給に要する費用の予想額、被共済職員の見込数等に照らし、

おおむね５年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければな

らない」の規定に基づき、毎年度厚生労働大臣が定めています。 

・６月及び７月に納付が遅延した場合は「割増金」が発生します。 

・７月末までに完納しない場合、共済契約が解除となります。 

【振込依頼書について】 

退職手当共済システムから掛金納付対象職員届を提出した翌日９時以降、 

退職手当共済システムからダウンロードできます。 

・掛金納付後に不足分を追加納付する場合等、退職手当共済システムから出

力する振込依頼書が利用できない場合は、銀行備え付けの振込用紙をご使

用ください。振込先は次のとおりです。 
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（（２２））職職員員のの退退職職届届ののごご提提出出とと退退職職手手当当金金ののごご請請求求  

①「被共済職員退職届」のご提出（共済契約者が作成） 

・退職（＝被共済職員でなくなること）から概ね１か月以内にご提出ください。 

・ただし、次の場合を除きます。 

ア 「共済契約者間継続職員異動届」の届出対象者 

イ 「共済契約対象（外）施設等異動届」の届出対象者 

 

②「退職手当金請求書」のご提出（退職者が作成） 

・ただし、次の場合を除きます。 

ア 「合算制度利用申出書」をご提出される場合 

イ 被共済職員期間 (出勤１０日超の月)が１２か月未満の場合 

※退職手当金請求は、退職日から起算して５年以内に行ってください。 

合算制度を利用される場合は、退職日から起算して３年以内に再び新たな勤務 

先で被共済職員となり、勤務先を通じてその旨を届出ることが必要です。 

 

（（３３））各各種種書書類類ののごご提提出出先先ににつついいてて  

      退退職職手手当当共共済済ののすすべべててのの手手続続ききははオオンンラライインンでで申申請請可可能能ななたためめ、、届届出出のの際際はは原原則則  

ととししてて退退職職手手当当共共済済シシスステテムムでで作作成成・・提提出出ししててくくだだささいい。。 

インターネット環境が無い等の理由により、退職手当共済システムのご利用が困 

難な場合は、各種届出様式を記入のうえ、以下まで郵送してください。 

※システムでは、入力間違い防止機能による適正な届出の提出や、オンライン申請 

による郵送時間の短縮等により従来よりもお手続きを早めることができます。 

共済契約者の負担軽減にもなりますので、インターネット環境が整い次第、シス

テムでお手続きいただくようお願いいたします。 

 

【届出を郵送する場合の提出先】 

福祉医療機構共済部 

〒１０５－８４８６  

東京都港区虎ノ門４－３－１３ ヒューリック神谷町ビル９階 
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ⅡⅡ  掛掛金金納納付付対対象象職職員員届届のの提提出出ににああたたっってて  

 

１１  退退職職手手当当共共済済シシスステテムムににおおけけるる掛掛金金納納付付対対象象職職員員届届のの提提出出ににつついいてて  

  

（（１１））退退職職手手当当共共済済シシスステテムムのの操操作作説説明明書書ににつついいてて  

掛金納付対象職員届（掛金届）の提出あたっては「掛金納付対象職員届の提出手続

き」をご確認のうえ、手続きを進めてください。 

 

【操作説明書閲覧手順】 

 ①「退職手当共済事業ホームページ」を開きます。 

   https://www.wam.go.jp/hp/cat/taisyokuteate/ 

 ②「６．退職手当共済システム」→「操作マニュアル」をクリックします。 

 ③「掛金納付対象職員届の提出手続き」をクリックすると PDF ファイルが開き

ます。 

 

 

 

（（２２））退退職職手手当当共共済済シシスステテムムににおおけけるる掛掛金金届届提提出出前前のの確確認認・・更更新新事事項項ににつついいてて  

  掛金届提出前に以下の①から⑩について確認・更新を行ってください。掛金届の

提出が可能となるのは２０２６年４月１日以降となりますが、①から⑩については

退職手当共済システムメニュー（退職手当共済システムにログイン後、左上にある

［ ］を押すとメニューが表示されます）から随時入力いただけます。 

（以下の「掛金届提出前の確認・更新の流れ」に記載の【 】内は退職手当共済シス 

 テムメニュー内の名称です。確認・更新は①から⑩の順番に行っていただき、⑪掛 

 金届の確認・提出に進んでください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←操作マニュアルはこちらから
確認いただけます。 

⑥⑥  

⑨⑨  

⑧⑧  
⑦⑦  

⑪⑪  

④④  

⑤⑤  

①①  

⑩⑩  
③③  

②②  

‒ 3‒
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き」をご確認のうえ、手続きを進めてください。 

 

【操作説明書閲覧手順】 

 ①「退職手当共済事業ホームページ」を開きます。 

   https://www.wam.go.jp/hp/cat/taisyokuteate/ 

 ②「６．退職手当共済システム」→「操作マニュアル」をクリックします。 

 ③「掛金納付対象職員届の提出手続き」をクリックすると PDF ファイルが開き

ます。 

 

 

 

（（２２））退退職職手手当当共共済済シシスステテムムににおおけけるる掛掛金金届届提提出出前前のの確確認認・・更更新新事事項項ににつついいてて  

  掛金届提出前に以下の①から⑩について確認・更新を行ってください。掛金届の

提出が可能となるのは２０２６年４月１日以降となりますが、①から⑩については

退職手当共済システムメニュー（退職手当共済システムにログイン後、左上にある

［ ］を押すとメニューが表示されます）から随時入力いただけます。 

（以下の「掛金届提出前の確認・更新の流れ」に記載の【 】内は退職手当共済シス 

 テムメニュー内の名称です。確認・更新は①から⑩の順番に行っていただき、⑪掛 

 金届の確認・提出に進んでください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←操作マニュアルはこちらから
確認いただけます。 

⑥⑥  

⑨⑨  

⑧⑧  
⑦⑦  

⑪⑪  

④④  

⑤⑤  

①①  

⑩⑩  
③③  

②②  
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（（掛掛金金届届提提出出前前のの確確認認・・更更新新のの流流れれ））  

共共済済契契約約者者に 

関すること  

① 【【契契約約者者のの名名称称やや住住所所のの変変更更がが発発生生ししたた場場合合のの届届出出】】  

☐共済契約者の名称・住所の確認を行ってください。変更が必要な場合には更

新を行ってください。  

② 【【契契約約者者・・法法人人担担当当者者情情報報のの確確認認・・変変更更】】  

□代表電話番号・代表 FAX 番号の確認を行ってください。変更が必要な場合に

は、共済契約者番号、変更前及び変更後の代表電話番号・代表 FAX 番号をお

問い合わせフォームまたは FAX に記載し、機構にお知らせください。 

□担当者情報の氏名・電話番号の確認を行ってください。変更が必要な場合に

は更新を行ってください。登録可能な担当者情報は共済契約者ごとに１名

となり、施設ごとに担当者名・電話番号を登録することはできません。 

□連絡先メールアドレスの確認を行ってください。変更が必要な場合には更

新を行ってください。登録可能なメールアドレスは共済契約者ごとに１つ

です。 

施施設設に 

関すること  

③ 【【施施設設のの名名称称やや住住所所のの変変更更がが発発生生ししたた場場合合のの届届出出】】  

【【施施設設種種類類をを変変更更ししたた場場合合のの届届出出】】  

□各施設の名称、所在地、施設種類の登録情報を確認してください。変更が必

要な場合には登録してください。 

※保育所（社会福祉施設等）から幼保連携型認定こども園（社会福祉施設

等）へ移行する場合には、保育所の廃止通知書・幼保連携型認定こども園

の許認可書を添付することで、【施設種類を変更した場合の届出】から手

続き可能です。 

④ 【【新新ししくく施施設設・・事事業業をを開開始始ししたた場場合合のの届届出出】】  

□２０２６年４月１日までに新設した施設・事業の登録を行ってください。 

※新設日に加入・配置換え等により配属となる職員の登録を含みます。 

※加入手続き未了の職員が新設した施設・事業の新設日に配置換えとなる

場合には、先に配置換え前施設で【新規加入者の登録】をしてください。 

⑤ 【【施施設設をを廃廃止止ししたた場場合合のの届届出出】】  

□２０２６年３月３１日までに廃止・休止した施設・事業の登録を行ってくだ

さい。 

※システムの入力制御により２０２５年３月３１日以前の廃止日では入力

ができないため、過年度の廃止の場合には便宜上、入力可能な日付で登録

してください。 

職職員員に 

関すること  

⑥ 【【新新規規加加入入者者のの登登録録】】  

□２０２６年４月１日までに新規加入・継続異動増・合算申出増により加入 
した職員を登録してください。 

※２０２６年４月１日までに新設した施設・事業の新設日に加入した職員 

は【新しく施設・事業を開始した場合の届出】から登録してください。 

※引継ぎコードを利用せずに継続異動増・合算申出増による加入を行う場 

合には、システムでの加入登録をした後、機構に紙の共済契約者間継続職 

員異動届（約款様式第８号）または合算制度利用申出書（約款様式第７号 

の３）を FAX または郵送にてご提出ください。 
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職職員員に 

関すること  

⑦ 【【配配置置換換ええ情情報報のの登登録録】】  

□２０２５年４月２日から２０２６年４月１日までの配置換えを日付順に 

行ってください。 

※契約対象外施設等異動減・契約対象施設等復帰増・退職（予定）者を含み

ます。 

※システムで誤った施設に配置換えをした場合、同日付で配置換え元の施

設へと配置換えを行うと配置換えが取り消せます。ただし、契約対象外施

設への配置換えは取り消しができないため、誤登録した情報（該当職員番

号、配置換え日、配置換え元施設番号、配置換え先施設番号）をお問い合

わせフォームまたは FAX に記載し、機構にお知らせください。 

（例）施設Ａから誤って「配置換え先の施設名」Ｂ、「配置換え先施設の配 

属日」２０２６年４月１日で配置換え登録をしたため、取り消したい。 

→「配置換え先の施設名」Ａ、「配置換え先施設の配属日」２０２６年 

４月１日と入力することで、元の状態に戻ります。 

⑧ 【【本本俸俸月月額額情情報報のの登登録録（（掛掛金金届届反反映映用用））】】  

□２０２６年４月１日現在の俸給表の額、俸給の調整額を更新してください。 

※額を上書きし、更新してください。 

⑨ 【【従従業業状状況況のの登登録録】】  

□２０２６年３月３１日までの退職（予定）日を登録してください。 

□２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日までの従業状況（育児休業

状況、ならない月）を登録してください。 

⑩ 【【法法人人職職員員一一覧覧】】  

□氏名、生年月日、性別、加入資格（ア・イ・ウ）、職種の確認を行ってくだ 

さい。変更が必要な場合には更新を行ってください。 
氏名のうち、名はシステムでの修正ができないことから、共済契約者番号、 

職員番号、変更前及び変更後の氏名をお問い合わせフォームまたは FAX に

記載し、機構にお知らせください。 

掛掛金金届届のの提提出出  
⑪ 【【掛掛金金届届のの確確認認・・提提出出】】  

□２０２６年４月３０日までに掛金届の提出を行ってください。 

 

 

２２  おお手手続続きき上上のの留留意意点点ににつついいてて（（特特ににごご注注意意いいたただだききたたいいもものの））  

～～  掛掛金金納納付付対対象象職職員員届届編編  ～～  

 

（（１１））定定年年退退職職後後にに嘱嘱託託職職員員等等でで再再雇雇用用さされれるるととききのの留留意意点点  

定年退職後の再雇用など、本俸月額が大幅に減少することがあります。 

定年退職で雇用契約が一端終了したときに退職手当金の請求をせず、嘱託職員等

の契約で定年退職時よりも低い本俸月額で退職共済制度に加入しつづけ、低い本俸

月額で退職手当金を請求した例があります。 

Ｐ８記載の『３ 「退職・再加入」のお手続きについて』を確認のうえ、職員の意

向を確認し、お手続きいただくようお願いします。 
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（（掛掛金金届届提提出出前前のの確確認認・・更更新新のの流流れれ））  

共共済済契契約約者者に 

関すること  

① 【【契契約約者者のの名名称称やや住住所所のの変変更更がが発発生生ししたた場場合合のの届届出出】】  

☐共済契約者の名称・住所の確認を行ってください。変更が必要な場合には更

新を行ってください。  

② 【【契契約約者者・・法法人人担担当当者者情情報報のの確確認認・・変変更更】】  

□代表電話番号・代表 FAX 番号の確認を行ってください。変更が必要な場合に

は、共済契約者番号、変更前及び変更後の代表電話番号・代表 FAX 番号をお

問い合わせフォームまたは FAX に記載し、機構にお知らせください。 

□担当者情報の氏名・電話番号の確認を行ってください。変更が必要な場合に

は更新を行ってください。登録可能な担当者情報は共済契約者ごとに１名

となり、施設ごとに担当者名・電話番号を登録することはできません。 

□連絡先メールアドレスの確認を行ってください。変更が必要な場合には更

新を行ってください。登録可能なメールアドレスは共済契約者ごとに１つ

です。 

施施設設に 

関すること  

③ 【【施施設設のの名名称称やや住住所所のの変変更更がが発発生生ししたた場場合合のの届届出出】】  

【【施施設設種種類類をを変変更更ししたた場場合合のの届届出出】】  

□各施設の名称、所在地、施設種類の登録情報を確認してください。変更が必

要な場合には登録してください。 

※保育所（社会福祉施設等）から幼保連携型認定こども園（社会福祉施設

等）へ移行する場合には、保育所の廃止通知書・幼保連携型認定こども園

の許認可書を添付することで、【施設種類を変更した場合の届出】から手

続き可能です。 

④ 【【新新ししくく施施設設・・事事業業をを開開始始ししたた場場合合のの届届出出】】  

□２０２６年４月１日までに新設した施設・事業の登録を行ってください。 

※新設日に加入・配置換え等により配属となる職員の登録を含みます。 

※加入手続き未了の職員が新設した施設・事業の新設日に配置換えとなる

場合には、先に配置換え前施設で【新規加入者の登録】をしてください。 

⑤ 【【施施設設をを廃廃止止ししたた場場合合のの届届出出】】  

□２０２６年３月３１日までに廃止・休止した施設・事業の登録を行ってくだ

さい。 

※システムの入力制御により２０２５年３月３１日以前の廃止日では入力

ができないため、過年度の廃止の場合には便宜上、入力可能な日付で登録

してください。 

職職員員に 

関すること  

⑥ 【【新新規規加加入入者者のの登登録録】】  

□２０２６年４月１日までに新規加入・継続異動増・合算申出増により加入 
した職員を登録してください。 

※２０２６年４月１日までに新設した施設・事業の新設日に加入した職員 

は【新しく施設・事業を開始した場合の届出】から登録してください。 

※引継ぎコードを利用せずに継続異動増・合算申出増による加入を行う場 

合には、システムでの加入登録をした後、機構に紙の共済契約者間継続職 

員異動届（約款様式第８号）または合算制度利用申出書（約款様式第７号 

の３）を FAX または郵送にてご提出ください。 
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職職員員に 

関すること  

⑦ 【【配配置置換換ええ情情報報のの登登録録】】  

□２０２５年４月２日から２０２６年４月１日までの配置換えを日付順に 

行ってください。 

※契約対象外施設等異動減・契約対象施設等復帰増・退職（予定）者を含み

ます。 

※システムで誤った施設に配置換えをした場合、同日付で配置換え元の施

設へと配置換えを行うと配置換えが取り消せます。ただし、契約対象外施

設への配置換えは取り消しができないため、誤登録した情報（該当職員番

号、配置換え日、配置換え元施設番号、配置換え先施設番号）をお問い合

わせフォームまたは FAX に記載し、機構にお知らせください。 

（例）施設Ａから誤って「配置換え先の施設名」Ｂ、「配置換え先施設の配 

属日」２０２６年４月１日で配置換え登録をしたため、取り消したい。 

→「配置換え先の施設名」Ａ、「配置換え先施設の配属日」２０２６年 

４月１日と入力することで、元の状態に戻ります。 

⑧ 【【本本俸俸月月額額情情報報のの登登録録（（掛掛金金届届反反映映用用））】】  

□２０２６年４月１日現在の俸給表の額、俸給の調整額を更新してください。 

※額を上書きし、更新してください。 

⑨ 【【従従業業状状況況のの登登録録】】  

□２０２６年３月３１日までの退職（予定）日を登録してください。 

□２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日までの従業状況（育児休業

状況、ならない月）を登録してください。 

⑩ 【【法法人人職職員員一一覧覧】】  

□氏名、生年月日、性別、加入資格（ア・イ・ウ）、職種の確認を行ってくだ 

さい。変更が必要な場合には更新を行ってください。 
氏名のうち、名はシステムでの修正ができないことから、共済契約者番号、 

職員番号、変更前及び変更後の氏名をお問い合わせフォームまたは FAX に

記載し、機構にお知らせください。 

掛掛金金届届のの提提出出  
⑪ 【【掛掛金金届届のの確確認認・・提提出出】】  

□２０２６年４月３０日までに掛金届の提出を行ってください。 

 

 

２２  おお手手続続きき上上のの留留意意点点ににつついいてて（（特特ににごご注注意意いいたただだききたたいいもものの））  

～～  掛掛金金納納付付対対象象職職員員届届編編  ～～  

 

（（１１））定定年年退退職職後後にに嘱嘱託託職職員員等等でで再再雇雇用用さされれるるととききのの留留意意点点  

定年退職後の再雇用など、本俸月額が大幅に減少することがあります。 

定年退職で雇用契約が一端終了したときに退職手当金の請求をせず、嘱託職員等

の契約で定年退職時よりも低い本俸月額で退職共済制度に加入しつづけ、低い本俸

月額で退職手当金を請求した例があります。 

Ｐ８記載の『３ 「退職・再加入」のお手続きについて』を確認のうえ、職員の意

向を確認し、お手続きいただくようお願いします。 
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（（２２））正正規規職職員員かからら嘱嘱託託職職員員等等へへ雇雇用用契契約約がが変変わわるるととききのの留留意意点点  

新しい雇用契約の雇用期間が１年未満であるときは、継続しての加入はできませ

ん。この場合は正規職員としての雇用契約が終了した時点で、制度上の退職となり

ます。詳しくは「令和８年度制度マニュアル」をご確認ください。 

 

（（３３））雇雇用用契契約約のの変変更更等等にによよりり加加入入対対象象職職員員ととななるるかか判判断断ががつつききににくくいい場場合合  

「令和８年度制度マニュアル」をご確認ください。 

 

（（４４））「「合合算算申申出出」」とと「「継継続続異異動動」」をを選選択択すするる際際のの留留意意点点  

合算申出制度とは、通常の転職に対応するもので、転職前後の被共済職員期間を

合算できる制度です。継続異動制度とは、業務上の必要から共済契約者間で、人員

の異動があらかじめ合意されている場合に、退職とせずに、被共済職員期間を通算

する制度です。 

なお、それぞれ次の条件がありますので、掛金納付対象職員届の異動理由を選択

する際には、ご留意ください。 

詳しくは、「令和８年度制度マニュアル」をご確認ください。 

【合算制度利用】 

・異動は、被共済職員の都合によるものであること 

・異動前の共済契約者において退職手当金を請求していないこと 

・退職した日から起算して３年以内に再び被共済職員となること 

・退職日を含めて、被共済職員としての期間が１年以上あること 

・退職した理由が、自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行によるも

のではないこと 

・退職手当共済システムにて「合算制度利用申出書」の入力を行うこと 

（システム入力方法）以下の操作説明書をご参照ください。 

 
【操作説明書閲覧手順】 

 ①「退職手当共済事業ホームページ」を開きます。 

   https://www.wam.go.jp/hp/cat/taisyokuteate/ 

 ②「６．退職手当共済システム」→「操作マニュアル」をクリックします。 

 ③「合算制度利用申出書（退職時）の提出手続き」をクリックすると PDF ファ

イルが開きます。 

 

 

※被共済職員退職届の提出後に退職者識別コード（引継ぎコード）が発行され

ますので、被共済職員にお渡しください。(被共済職員は二次元コードより、

合算制度の利用登録を行い、再就職先の共済契約者に引継ぎコードを渡して

ください) 

  

←操作マニュアルはこちらから
確認いただけます。 
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【継続異動】 

・異動は、共済契約者の業務上の都合によるものであること 

・共済契約者間で被共済職員の異動の合意が事前に出来ていること 

・１日も間が空かない異動であること 

・退職手当共済システムで「共済契約者間継続職員異動届」の入力を行うこと 

（１年以上在籍者のシステム入力方法） 

退職手当共済システムにて【合算制度利用】の入力を行ってください。（【継続

異動】のシステムへの入力が可能なのは在籍期間が１年未満の方のみとなりま

す。）共済契約者が合算申出減の手続きを行う際には委任状の添付が求められ

るため、継続異動である旨を記載した任意の用紙を添付してください。 

（１年未満在籍者のシステム入力方法） 

「退職手当共済システムメニュー」、「従業状況の登録」にて「退職（予定） 

日」を入力し登録してください。次に「退職手当共済システムメニュー」、「退 

職した職員のお手続き」、「退職情報登録」から手続きをしてください。なお、

手続き中の「退職理由」は「普通退職」、「退職手続きの理由」は「法人（業務

上の）都合」を選択してください。 

（１年以上在籍者・１年未満在籍者の共通事項） 

機構提出後に引継ぎコードが発行されますので、異動前の共済契約者は異動

後の共済契約者に渡してください。 

 

 

３３  「「退退職職・・再再加加入入」」ののおお手手続続ききににつついいてて  

 

（（１１））「「退退職職・・再再加加入入」」ととはは  

本制度では「退職＝被共済職員でなくなること」としています。 

被共済職員期間が１年以上ある場合には、雇用期間の満了に伴う雇用契約更

新により継続して勤務する場合であっても、雇用契約書に記載された雇用期間

の満了日を「退職」として扱い、退職手当金を請求したうえで、更新後の雇用契

約に基づき改めて加入し直すことができます。これを、便宜上「退職・再加入」

と呼んでいます（本資料において、該当するものを「退職・再加入」と記載して

います）。 

 

（（２２））被被共共済済職職員員へへののごご案案内内  

次の図例のように、本俸月額が下がる雇用契約を締結する場合には、「退職・再加

入」のお手続きを行うことで、退職手当金の総受給額が、相対的に多くなる場合があ

ります（多くならない場合もあります）。 

 

‒ 7‒
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（（２２））正正規規職職員員かからら嘱嘱託託職職員員等等へへ雇雇用用契契約約がが変変わわるるととききのの留留意意点点  

新しい雇用契約の雇用期間が１年未満であるときは、継続しての加入はできませ

ん。この場合は正規職員としての雇用契約が終了した時点で、制度上の退職となり
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の異動があらかじめ合意されている場合に、退職とせずに、被共済職員期間を通算

する制度です。 

なお、それぞれ次の条件がありますので、掛金納付対象職員届の異動理由を選択

する際には、ご留意ください。 

詳しくは、「令和８年度制度マニュアル」をご確認ください。 

【合算制度利用】 

・異動は、被共済職員の都合によるものであること 

・異動前の共済契約者において退職手当金を請求していないこと 

・退職した日から起算して３年以内に再び被共済職員となること 

・退職日を含めて、被共済職員としての期間が１年以上あること 

・退職した理由が、自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行によるも

のではないこと 

・退職手当共済システムにて「合算制度利用申出書」の入力を行うこと 

（システム入力方法）以下の操作説明書をご参照ください。 

 
【操作説明書閲覧手順】 

 ①「退職手当共済事業ホームページ」を開きます。 

   https://www.wam.go.jp/hp/cat/taisyokuteate/ 

 ②「６．退職手当共済システム」→「操作マニュアル」をクリックします。 

 ③「合算制度利用申出書（退職時）の提出手続き」をクリックすると PDF ファ

イルが開きます。 

 

 

※被共済職員退職届の提出後に退職者識別コード（引継ぎコード）が発行され

ますので、被共済職員にお渡しください。(被共済職員は二次元コードより、

合算制度の利用登録を行い、再就職先の共済契約者に引継ぎコードを渡して

ください) 

  

←操作マニュアルはこちらから
確認いただけます。 
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【継続異動】 

・異動は、共済契約者の業務上の都合によるものであること 

・共済契約者間で被共済職員の異動の合意が事前に出来ていること 

・１日も間が空かない異動であること 

・退職手当共済システムで「共済契約者間継続職員異動届」の入力を行うこと 

（１年以上在籍者のシステム入力方法） 

退職手当共済システムにて【合算制度利用】の入力を行ってください。（【継続

異動】のシステムへの入力が可能なのは在籍期間が１年未満の方のみとなりま

す。）共済契約者が合算申出減の手続きを行う際には委任状の添付が求められ

るため、継続異動である旨を記載した任意の用紙を添付してください。 

（１年未満在籍者のシステム入力方法） 

「退職手当共済システムメニュー」、「従業状況の登録」にて「退職（予定） 

日」を入力し登録してください。次に「退職手当共済システムメニュー」、「退 

職した職員のお手続き」、「退職情報登録」から手続きをしてください。なお、

手続き中の「退職理由」は「普通退職」、「退職手続きの理由」は「法人（業務

上の）都合」を選択してください。 

（１年以上在籍者・１年未満在籍者の共通事項） 

機構提出後に引継ぎコードが発行されますので、異動前の共済契約者は異動

後の共済契約者に渡してください。 

 

 

３３  「「退退職職・・再再加加入入」」ののおお手手続続ききににつついいてて  

 

（（１１））「「退退職職・・再再加加入入」」ととはは  

本制度では「退職＝被共済職員でなくなること」としています。 

被共済職員期間が１年以上ある場合には、雇用期間の満了に伴う雇用契約更

新により継続して勤務する場合であっても、雇用契約書に記載された雇用期間

の満了日を「退職」として扱い、退職手当金を請求したうえで、更新後の雇用契

約に基づき改めて加入し直すことができます。これを、便宜上「退職・再加入」

と呼んでいます（本資料において、該当するものを「退職・再加入」と記載して

います）。 

 

（（２２））被被共共済済職職員員へへののごご案案内内  

次の図例のように、本俸月額が下がる雇用契約を締結する場合には、「退職・再加

入」のお手続きを行うことで、退職手当金の総受給額が、相対的に多くなる場合があ

ります（多くならない場合もあります）。 

 

‒ 8‒
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【本俸月額が下がる雇用契約締結の代表例】 

・定年退職の翌日からの嘱託雇用 

・正職員からパート職員等への雇用契約形態の変更 

・契約更新を機にした労働時間等の減への条件変更 

  

 

      

 

 

この「本俸月額が下がる雇用契約の締結」に該当する場合には、必ず被共済職員に、

当機構のホームページ（退職手当共済事業のページ）に掲載している退職手当金「退

職・再加入シミュレーション」を利用して、「退職・再加入」を選択した場合の退職

手当金と、「継続加入」を選択した場合の退職手当金を比較していただき、「退職・再

加入」と「継続加入」のどちらをご希望されるかを確認して、お手続きをお願いしま

す。 

なお、「退職・再加入」を選択される場合は、加入済の被共済職員を「従業状況の

登録」で退職(予定)日の入力をしたうえで、退職(予定)日の翌日付で新規加入職員

として「新規加入者の登録」にて加入登録もあわせて行ってください。 

※・更新前の雇用契約と更新後の雇用契約との間に、１日以上の間があるときは、

「退職・再加入」の対象となりません。 

・平成１８年及び平成２８年に「制度改正後の採用職員を加入させない手続き」

を行っている施設等は「退職・再加入」の対象となりません。 

・更新後の雇用契約が加入要件を満たしていない場合（１年未満の契約等）は、

再加入できません。 

「令和８年度制度マニュアル」で詳細に説明していますので、ご参照ください。 

 

●退職手当金「退職・再加入」シミュレーションのダウンロード手順 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

正正  職職  員員  嘱嘱  託託  職職  員員  

（定年退職の翌日からの嘱託雇用の例） 

① 「２.退職者のみなさまへ」を 

クリックします。 

(退職手当共済事業トップページ) 

③ リンクをクリックし、 

ダウンロードします。 

② 退職手当金「退職・再加入」 

シミュレーションをクリックします。 

定年退職 嘱託雇用 

基本給２８万円 基本給１９万円 
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４４  共共済済制制度度上上のの施施設設区区分分でで間間違違いいややすすいい施施設設・・事事業業  

    （（当当制制度度でではは、、施施設設・・事事業業ごごととのの登登録録がが必必要要でですす））  

 

（（１１））保保育育関関連連施施設設、、事事業業  

保育関連施設、事業で施設区分を間違いやすい施設・事業は次の表のとおりです。

申出施設等に区分される施設・事業は公費補助の対象とはなりませんので、ご留意

ください。 

※下線のある施設は特にご留意ください。 

社会福祉施設等（補助対象） 
申出施設等（補助対象外） 

※社会福祉法人以外は、「申出施設等」を登録できません。 

●保育所（認可保育所） 

（児童福祉法第 35 条第 4項） 

※市町村が設置し、運営を社会福祉法人等に委

託（指定管理制度を含む）する場合でも国の定め

た基準を満たせば「社会福祉施設等」に含みま

す。 

●事業所内保育施設 

●企業主導型保育事業 

●認証保育所など自治体の独自基準に

より設置した認可外保育所 

※「認証保育所」は東京都の独自制度においての

名称です。 

●公私連携型保育所 

（児童福祉法第 56 条の 8） 

●幼保連携型認定こども園 

（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律＜通称：認定こど

も園法＞第 17 条第 1項 

●公私連携幼保連携型認定こども園 

（認定こども園法第 34 条） 

●公私連携保育所型認定こども園 

（認定こども園法第33条において読み替えられ

る児童福祉法第 56 条の 8） 

●小規模保育事業 

（児童福祉法第 34 条の 15 第 2 項） 

●家庭的保育事業 

●居宅訪問型保育事業 

●事業所内保育事業 

※児童福祉法の根拠条文は、「小規模保育事業」

と同じですが、共済法上の施設区分は、異なりま

す。「家庭的保育事業等認可書」で事業名まで注

意してご確認ください。 

※「放課後児童健全育成事業」（放課後児童クラブ（学童保育））については、申

出施設となり、当該事業に従事する職員を保育所等の施設に従事する者として

登録はできません。 

※その他の間違いやすい施設・事業は令和８年度制度マニュアルをご確認ください。 

 

（（２２））障障害害者者関関連連施施設設、、事事業業  

障害者関連施設・事業において、１つの施設で、生活介護、自立訓練、就労継続支

援等を行っている場合は、事業ごとに登録申請が必要です。 

 

 

‒ 9‒
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【本俸月額が下がる雇用契約締結の代表例】 

・定年退職の翌日からの嘱託雇用 

・正職員からパート職員等への雇用契約形態の変更 

・契約更新を機にした労働時間等の減への条件変更 

  

 

      

 

 

この「本俸月額が下がる雇用契約の締結」に該当する場合には、必ず被共済職員に、

当機構のホームページ（退職手当共済事業のページ）に掲載している退職手当金「退

職・再加入シミュレーション」を利用して、「退職・再加入」を選択した場合の退職

手当金と、「継続加入」を選択した場合の退職手当金を比較していただき、「退職・再

加入」と「継続加入」のどちらをご希望されるかを確認して、お手続きをお願いしま

す。 

なお、「退職・再加入」を選択される場合は、加入済の被共済職員を「従業状況の

登録」で退職(予定)日の入力をしたうえで、退職(予定)日の翌日付で新規加入職員

として「新規加入者の登録」にて加入登録もあわせて行ってください。 

※・更新前の雇用契約と更新後の雇用契約との間に、１日以上の間があるときは、

「退職・再加入」の対象となりません。 

・平成１８年及び平成２８年に「制度改正後の採用職員を加入させない手続き」

を行っている施設等は「退職・再加入」の対象となりません。 

・更新後の雇用契約が加入要件を満たしていない場合（１年未満の契約等）は、

再加入できません。 

「令和８年度制度マニュアル」で詳細に説明していますので、ご参照ください。 

 

●退職手当金「退職・再加入」シミュレーションのダウンロード手順 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

正正  職職  員員  嘱嘱  託託  職職  員員  

（定年退職の翌日からの嘱託雇用の例） 

① 「２.退職者のみなさまへ」を 

クリックします。 

(退職手当共済事業トップページ) 

③ リンクをクリックし、 

ダウンロードします。 

② 退職手当金「退職・再加入」 

シミュレーションをクリックします。 

定年退職 嘱託雇用 

基本給２８万円 基本給１９万円 
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４４  共共済済制制度度上上のの施施設設区区分分でで間間違違いいややすすいい施施設設・・事事業業  

    （（当当制制度度でではは、、施施設設・・事事業業ごごととのの登登録録がが必必要要でですす））  

 

（（１１））保保育育関関連連施施設設、、事事業業  

保育関連施設、事業で施設区分を間違いやすい施設・事業は次の表のとおりです。

申出施設等に区分される施設・事業は公費補助の対象とはなりませんので、ご留意

ください。 

※下線のある施設は特にご留意ください。 

社会福祉施設等（補助対象） 
申出施設等（補助対象外） 

※社会福祉法人以外は、「申出施設等」を登録できません。 

●保育所（認可保育所） 

（児童福祉法第 35 条第 4項） 
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す。 

●事業所内保育施設 

●企業主導型保育事業 

●認証保育所など自治体の独自基準に

より設置した認可外保育所 

※「認証保育所」は東京都の独自制度においての

名称です。 

●公私連携型保育所 

（児童福祉法第 56 条の 8） 

●幼保連携型認定こども園 

（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律＜通称：認定こど

も園法＞第 17 条第 1項 

●公私連携幼保連携型認定こども園 

（認定こども園法第 34 条） 

●公私連携保育所型認定こども園 
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（（２２））障障害害者者関関連連施施設設、、事事業業  

障害者関連施設・事業において、１つの施設で、生活介護、自立訓練、就労継続支

援等を行っている場合は、事業ごとに登録申請が必要です。 
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ⅢⅢ  退退職職関関係係書書類類のの提提出出ににああたたっってて  

 

１１  退退職職手手当当共共済済シシスステテムムににおおけけるる退退職職手手続続ききににつついいてて  

  

被共済職員退職届（退職届）、退職手当金請求書（請求書）および合算制度利用申出書

の提出にあたっては退職手当共済システムをご利用ください。手続きの際は、各種操作

説明書をご確認のうえ、手続きを進めてください。 

 

【操作説明書閲覧手順】 

 ①「退職手当共済事業ホームページ」を開きます。 

   https://www.wam.go.jp/hp/cat/taisyokuteate/ 

 ②「６．退職手当共済システム」→「操作マニュアル」をクリックします。 

 ③「職員が退職した時の手続き」より、各種届出のマニュアルをクリックする 

と PDF ファイルが開きます。 

 

 

 

なお、令和８年３月時点で、システムで対応している退職手続きに関する機能は以下

のとおりです。 

 退職届 請求書 合算申出 

法人本部担当者 ◎ 
○ 

※退職者本人から委任を 
受けた場合 

○ 

※退職者本人から委任を 
受けた場合 

施設担当者 

（代行者） 

○ 

※法人本部から提出手続き
を代行された場合 

－ － 

退職者 － 
◎ 

※専用の二次元コード利用 

◎ 

※専用の二次元コード利用 

※今後のシステム改修により、機能の一部に変更が生じる場合があります。 

※システムに登録されている退職者氏名（漢字・フリガナ）や生年月日に相違があると

二次元コードから請求書入力画面に進むことができません。退職届作成前に登録内

容に間違いが無いかご確認下さい。（退職届登録時に退職者の「姓」「フリガナ」「生

年月日」を修正することは可能ですが、「名」を修正することはできません。福祉医

療機構でデータ修正しますので、①契約者番号、②変更したい職員の職員番号、③修

正希望箇所をお問合せフォーム・FAX 等でお知らせください。 

 

 

 

 

届出名称 
届出者 

←操作マニュアルはこちらから
確認いただけます。 
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２２  おお手手続続きき上上のの留留意意点点ににつついいてて（（特特ににごご注注意意いいたただだききたたいいもものの））  

～～  退退職職関関係係書書類類編編  ～～  

  

（（１１））源源泉泉徴徴収収事事務務にに関関すするる留留意意点点  ＜＜複複数数箇箇所所かからら退退職職手手当当金金をを受受けけ取取るる場場合合＞＞  

   退職届をご登録いただくときに、退職手当金の支給の順番をシステム上で選択い

ただきます。最終支払者が源泉徴収事務を行いますので、選択いただく順番によっ

て源泉徴収事務の流れが異なりますので、ご注意ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

◎ 法人や退職者が福祉医療機構以外の退職金制度に加入されている場合、福祉医療機構の退職手

当金の支払いの順番を他の退職金制度より先にするか後にするか決めていただく必要があり

ます。（「他の退職金」には、過去に受け取った退職金も含まれる場合があります。「退職所得

の受給に関する申告書兼退職所得の申告書」をご確認ください。）支払いの順番については、

他の退職金制度の支払時期や事務手続きなどをご確認のうえ、ご検討いただきますようお願い

いたします。 

◎ 退職届の情報登録時に他の退職金の源泉徴収票を「後で添付」とした場合、契約者の退職届登

録画面で源泉徴収票を添付しないと手続きが進みません。源泉徴収票を「後で添付」で登録し

たものの、退職者により請求書画面で源泉徴収票を添付することになった場合には、契約者の

源泉徴収票登録画面で源泉徴収票添付「不要」を選択し、登録してください。 

‒ 11 ‒
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ⅢⅢ  退退職職関関係係書書類類のの提提出出ににああたたっってて  
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 ②「６．退職手当共済システム」→「操作マニュアル」をクリックします。 

 ③「職員が退職した時の手続き」より、各種届出のマニュアルをクリックする 

と PDF ファイルが開きます。 

 

 

 

なお、令和８年３月時点で、システムで対応している退職手続きに関する機能は以下

のとおりです。 

 退職届 請求書 合算申出 

法人本部担当者 ◎ 
○ 

※退職者本人から委任を 
受けた場合 

○ 

※退職者本人から委任を 
受けた場合 

施設担当者 

（代行者） 

○ 

※法人本部から提出手続き
を代行された場合 

－ － 

退職者 － 
◎ 

※専用の二次元コード利用 

◎ 

※専用の二次元コード利用 

※今後のシステム改修により、機能の一部に変更が生じる場合があります。 

※システムに登録されている退職者氏名（漢字・フリガナ）や生年月日に相違があると

二次元コードから請求書入力画面に進むことができません。退職届作成前に登録内

容に間違いが無いかご確認下さい。（退職届登録時に退職者の「姓」「フリガナ」「生

年月日」を修正することは可能ですが、「名」を修正することはできません。福祉医

療機構でデータ修正しますので、①契約者番号、②変更したい職員の職員番号、③修

正希望箇所をお問合せフォーム・FAX 等でお知らせください。 

 

 

 

 

届出名称 
届出者 

←操作マニュアルはこちらから
確認いただけます。 
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２２  おお手手続続きき上上のの留留意意点点ににつついいてて（（特特ににごご注注意意いいたただだききたたいいもものの））  

～～  退退職職関関係係書書類類編編  ～～  

  

（（１１））源源泉泉徴徴収収事事務務にに関関すするる留留意意点点  ＜＜複複数数箇箇所所かからら退退職職手手当当金金をを受受けけ取取るる場場合合＞＞  

   退職届をご登録いただくときに、退職手当金の支給の順番をシステム上で選択い

ただきます。最終支払者が源泉徴収事務を行いますので、選択いただく順番によっ

て源泉徴収事務の流れが異なりますので、ご注意ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

◎ 法人や退職者が福祉医療機構以外の退職金制度に加入されている場合、福祉医療機構の退職手

当金の支払いの順番を他の退職金制度より先にするか後にするか決めていただく必要があり

ます。（「他の退職金」には、過去に受け取った退職金も含まれる場合があります。「退職所得

の受給に関する申告書兼退職所得の申告書」をご確認ください。）支払いの順番については、

他の退職金制度の支払時期や事務手続きなどをご確認のうえ、ご検討いただきますようお願い

いたします。 

◎ 退職届の情報登録時に他の退職金の源泉徴収票を「後で添付」とした場合、契約者の退職届登

録画面で源泉徴収票を添付しないと手続きが進みません。源泉徴収票を「後で添付」で登録し

たものの、退職者により請求書画面で源泉徴収票を添付することになった場合には、契約者の

源泉徴収票登録画面で源泉徴収票添付「不要」を選択し、登録してください。 
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（（２２））合合算算制制度度をを利利用用さされれるる場場合合のの留留意意点点  

      合算制度をご利用の際は、引継ぎコードをご利用いただけます。 

・退職時：共済契約者の退職届提出後、請求ではなく合算制度利用を選択し、手続 

きを行うと「引継ぎコード」が発行されます 

・加入時：退職時に発行される引継ぎコードを、加入登録時に入力します 

引継ぎコードをお持ちでない職員については、システムでの加入登録時に「被共済

職員であったことの有無」欄の「有」を選択し、「被共済職員でなくなった理由」

に「合算申出」、被共済職員でなくなった年月日、前共済契約者名（例：ＷＡＭ福

祉会 ※法人格は入れません）、前共済契約者番号（６桁）、前職員番号（５桁）を

入力してください。また、システムでの加入登録後、機構に紙の合算制度利用申出

書（約款様式第７号の３）を FAX または郵送にてご提出ください。 
 

退職手当金請求書を提出した後に合算制度利用へ変更することはできません。

被共済職員期間が合算されないことによって不利益がないよう、退職する職員に

は合算制度について必ず説明し、退職手当金を請求するか、合算制度を利用する

か確認してください。 

詳しい手続き方法は、「令和８年度制度マニュアル」をご覧ください。 

  

（（３３））「「被被共共済済職職員員退退職職届届」」のの本本俸俸月月額額をを記記載載すするる際際のの留留意意点点  

「退職した月以前６か月の本俸月額」は、俸給表の本俸月額を入力いただくものです。 

欠勤等によって調整された支給額（実支給額）を入力するものではありません。 

次のような場合は、調整された支給額を入力しないよう、ご留意ください。 

・退職した月以前６か月の期間に、介護休業、育児休業、育児にかかる時間短縮

勤務、出勤１０日超の月で欠勤等があった場合 

また、給与規程で本俸が定められていない職員（日給・時給の職員など）は、バラツ

キがある実支給額を入力するのではなく、定められた計算方法で算出した金額を入力

してください。詳しい計算方法は、「令和８年度制度マニュアル」をご覧ください。 

 

 

３３  「「俸俸給給のの調調整整額額」」のの登登録録申申請請ににつついいてて  

 

本制度では、一定の条件に該当する手当を、本俸（基本給）に準じるものとして、

退職手当金の計算基礎額に算入して扱うことができます。 

この「俸給の調整額」は、あらかじめ、申請し、該当審査を受けて登録がされてい

る手当に限り取り扱います。詳しい条件は、「令和８年度制度マニュアル」をご覧く

ださい。 

 ※「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」により支払われる賃金等につ

いての取扱いと手続きの詳細につきましては、当機構ホームページ（コンテンツ：

退職手当共済事業）をご確認ください。 
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ⅣⅣ  そそのの他他  

１１  社社会会福福祉祉施施設設職職員員等等退退職職手手当当共共済済制制度度ママニニュュアアルル（（令令和和８８年年度度））のの入入手手方方法法

ととごご利利用用ににつついいてて  

 

本冊子Ｐ１５の「令和８年度制度マニュアルのダウンロードの手順」により、ホーム

ページからダウンロードして、ご利用いただきますようお願いします。 

 

 

２２  採採用用職職員員及及びび退退職職者者へへのの本本制制度度のの説説明明ににつついいてて  

 

本制度では、共済契約者から職員へお手続き等の説明をお願いしています。 

以下のとおり、説明用資料をホームページに掲載しています。 

 

（（１１））職職員員をを雇雇用用ししたた場場合合（（本本制制度度にに加加入入登登録録ししたた職職員員向向けけ））  

・本制度についての概要を簡潔に記しています。印刷して職員にお渡しください。 

 

 

 

 

 

  

  

 

（（２２））職職員員がが退退職職さされれるる場場合合（（退退職職さされれるる職職員員向向けけ））  

・本制度に加入している職員が退職する際に行う手続きを簡潔に記しています。 

・退職手当金請求と合算制度利用の選択のポイント、定年退職後の嘱託雇用され

たケースなど、本制度を正しい理解のもとご利用いただくための情報を分かり

やすく解説しています。印刷して職員にお渡しください。 

・『３ 「退職・再加入」のお手続きについて』（８ページ）の対象となる職員への

説明もお願いします。 

 

 

 

 

 

当機構ＨＰの退職手当共済事業ページ内の、 
「１．退職手当共済制度のごあんない」 
⇒「チラシ（加入職員向け、退職者向け、学生向け
等）」⇒「チラシ 加入対象職員向け」 
をご参照ください。 
 
 

■当機構ＨＰ 
⇒退職手当共済事業ページ 
⇒「２．退職者のみなさまへ」 

⇒「退職される皆さまへ（ＰＤＦ）」をご参照ください。 

‒ 13 ‒
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ⅣⅣ  そそのの他他  
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（（２２））職職員員がが退退職職さされれるる場場合合（（退退職職さされれるる職職員員向向けけ））  
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当機構ＨＰの退職手当共済事業ページ内の、 
「１．退職手当共済制度のごあんない」 
⇒「チラシ（加入職員向け、退職者向け、学生向け
等）」⇒「チラシ 加入対象職員向け」 
をご参照ください。 
 
 

■当機構ＨＰ 
⇒退職手当共済事業ページ 
⇒「２．退職者のみなさまへ」 

⇒「退職される皆さまへ（ＰＤＦ）」をご参照ください。 
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令令和和８８年年度度制制度度ママニニュュアアルルののダダウウンンロローードドのの手手順順

●制度マニュアルのダウンロード手順

まずは、 などの検索フォームで「ＷＡＭ 退職共済」と検索し、福祉医療機構の退職手当共

済事業トップページ（ ）にアクセスします。アクセ

ス後、以下の手順に沿ってダウンロードをお願いします。

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 「４.共済契約者（法人・施設）のみなさまへ 

マニュアル、約款」をクリックします。 

③ リンクをクリックし、ダウンロードします。 

※分割版も掲載しているため、ご活用 

ください。 

退職手当共済事業トップページ

←制度マニュアルはこちらから
確認いただけます。 

② 「社会福祉施設職員等退職手当 

共済制度マニュアル」をクリック 

します。 
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退退職職手手当当共共済済シシスステテムムロロググイインンママニニュュアアルル  

システムの利用にあたっては、専専用用ののロロググイインンＩＩＤＤととパパススワワーードドがが必必要要でですす。。システム利用開

始時期によって通知方法が異なりますので、ご確認ください。 

  

福祉医療機構のホームページにアクセスし、以下の手順に沿ってログインをお願いします。ロロ

ググイインンででききなないい場場合合はは「「３３..ロロググイインンででききなないい場場合合のの対対応応方方法法」」ををごご参参照照くくだだささいい。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

‒ 15 ‒



- 15 - 

   

令令和和８８年年度度制制度度ママニニュュアアルルののダダウウンンロローードドのの手手順順

●制度マニュアルのダウンロード手順

まずは、 などの検索フォームで「ＷＡＭ 退職共済」と検索し、福祉医療機構の退職手当共

済事業トップページ（ ）にアクセスします。アクセ

ス後、以下の手順に沿ってダウンロードをお願いします。

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 「４.共済契約者（法人・施設）のみなさまへ 

マニュアル、約款」をクリックします。 

③ リンクをクリックし、ダウンロードします。 

※分割版も掲載しているため、ご活用 

ください。 

退職手当共済事業トップページ

←制度マニュアルはこちらから
確認いただけます。 

② 「社会福祉施設職員等退職手当 

共済制度マニュアル」をクリック 

します。 

- 16 - 

 

退退職職手手当当共共済済シシスステテムムロロググイインンママニニュュアアルル  

システムの利用にあたっては、専専用用ののロロググイインンＩＩＤＤととパパススワワーードドがが必必要要でですす。。システム利用開

始時期によって通知方法が異なりますので、ご確認ください。 

  

福祉医療機構のホームページにアクセスし、以下の手順に沿ってログインをお願いします。ロロ
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３．ログインできない場合の対応方法

（１）エラーメッセージが表示される場合

入力したＩＤ・パスワードのいずれかに誤りがある場合、以下のようなエラーメッセージが表示さ

れます。

 

エラーメッセージが表示された場合は、以下の項目をご確認ください。

・ ＩＤには共済契約者番号（６桁の数字）を入力していますか？

退職手当共済システムでご利用いただくＩＤは共済契約者番号です（代行者ＩＤの場合は、

法人本部から代行者登録された順に、共済契約者番号の後ろに３桁の番号が追加されます）。

電子届出システムでご利用いただいていたＢＶＡから始まるＩＤはご利用いただけませんので、

ご注意ください。

・ 入力したパスワードには英大文字、英小文字、数字、記号が含まれていますか？

退職手当共済システムでご利用いただくパスワードには、英大文字、英小文字、数字、記号

がそれぞれ最低１つずつ必要です。ＩＤ・パスワード入力欄の下にある「パスワードを表示する」

にチェックを入れると、入力した内容を確認できるため、不足がないかご確認ください。また、

パスワードの文字数は１０～２４文字以内で設定いただく必要があります。

・ パスワードの英大文字、英小文字を正しく区別して入力していますか？

入力いただくアルファベットは大文字と小文字を区別しています。パスワードを大文字で

設定したか小文字で設定したかがはっきりしない場合は、両方お試しください。

上記の項目を確認してもエラーが解消されない場合は、パスワードの再設定が必要となります。本

冊子のＰ１９以降を参照し、ご状況に応じた手続きをお願いします。
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（2）パスワードがわからない場合（システムに登録のメールアドレスがわかる場合）

パスワードがわからなくなってしまった場合は、システムに登録いただいているメールアドレスを

利用することで、パスワードの再設定を行うことができます。ログイン画面にアクセスし、以下の手

順に沿って、手続きをお願いします。

(ログイン画面）

(パスワード変更申請画面）

① ログイン画面下部の「ログインに

お困りですか？」をクリックし、

「パスワード変更申請画面」を

開きます。

② ログイン ID（法人本部の場合

は共済契約者番号、代行者

の場合は代行者登録の際に

送信されるメールに記載の

ID）を入力します。

③ 「パスワード発行リンク送信」を

クリックします。

④ システムに登録のメールアドレス宛に

パスワードの再設定に関する案内メー

ルが届きます。
※案内メールは「 」より送信されます。

メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダな

どに振り分けられていないかご確認ください。

⑤ メールに記載の URL にアクセスし、

「パスワード変更」画面を開きます。

(パスワード再設定メール）

(パスワード変更画面）
⑥ 新しいパスワードを入力します。

※設定できるパスワードには、文字の

種類や数に条件があります。パスワー

ド入力欄の上に案内があるため、設

定の際にご確認ください。

⑦ 「パスワード変更」をクリックすること

で、パスワードの変更が完了です。
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（３）パスワードがわからない場合（システムに登録のメールアドレスがわからない・未登録の場合）

パスワードを再設定する際にメールアドレスを利用するため、システムに登録のメールアドレスが

わからない場合は、メールアドレスの変更手続きが必要です。また、システム利用開始時にメールア

ドレスの登録をしていない場合も登録の手続きが必要となります。福祉医療機構のホームページにア

クセスし、以下の手順に沿って、手続きをお願いします。

(退職手当共済事業トップページ）

① 退職手当共済事業トップページにアク

セスし、「６.退職手当共済システム」を

クリックします。

② 「ログインできなくなったとき」を

クリックします。

③ 「登録メールアドレスの変更申請」をクリ

ックし、登録メールアドレスの変更届を

開きます。

(退職手当共済事業トップページ）

(ログインできなくなったとき）
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(登録メールアドレスの変更届）

⑤ 「機構へ提出する」をクリックします。

※確認画面が表示されるため、

問題なければ「はい」を選択す

ることで提出完了となります。

④ 必須項目を入力します。

※変更希望のメールアドレスは、入力

間違いのないようご注意ください。

登録メールアドレスの変更届提出後、福祉医療機構で内容を確認します。申請状況に

より、変更届を受理するまでに時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。

なお、変更届を受理する際、法人本部に変更希望のメールアドレス確認のための電

話連絡を行いますので、ご対応をお願いします。

⑥ 変更届受理後、パスワードの再設定に

関する案内メールが届きます。

(パスワード再設定メール）

(パスワード変更画面）
⑧ 新しいパスワードを入力します。

※設定できるパスワードには、文字の

種類や数に条件があります。パスワー

ド入力欄の上に案内があるため、設

定の際にご確認ください。

⑨ 「パスワード変更」をクリックすること

で、パスワードの変更が完了です。

注

⑦ メールに記載の URL にアクセスし、

「パスワード変更」画面を開きます。
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【電話・ＦＡＸお問い合わせ先】

■退職届・請求書に関すること

： （ナビダイヤル 番）

：

■掛金納付対象職員届等に関すること

： （ナビダイヤル 番）

：

■退職手当共済システムの操作等に関すること

： （ナビダイヤル 番）

：

※お電話の際は、共済契約者番号（ 桁の数字）をあらかじめご用意ください。

※一部のＩＰ電話からはナビダイヤルがご利用いただけません。

お手数ですが、お問い合わせフォーム・ＦＡＸにてその旨お知らせください。

こちらからお電話いたします。

※電話照会の受付時間は、 ～ （ ～ 月は ）、土日・祝日は休業

です。

【お問い合わせフォーム】

■手順

①福祉医療機構ホームページを開く（ ）

②画面上のコンテンツメニューから「退職手当共済」を選択

③画面最下段の「お問い合わせフォーム」を押下し、必要事項を入力後、

送信

※４月から６月（特に４月下旬）はお問い合わせが集中するため、電話オペレーターの増

員により体制強化を図っていますが、電話がつながりにくい場合には、お問い合わせ

フォームをご利用ください。
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※確認画面が表示されるため、

問題なければ「はい」を選択す

ることで提出完了となります。

④ 必須項目を入力します。

※変更希望のメールアドレスは、入力

間違いのないようご注意ください。

登録メールアドレスの変更届提出後、福祉医療機構で内容を確認します。申請状況に

より、変更届を受理するまでに時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。

なお、変更届を受理する際、法人本部に変更希望のメールアドレス確認のための電

話連絡を行いますので、ご対応をお願いします。

⑥ 変更届受理後、パスワードの再設定に

関する案内メールが届きます。

(パスワード再設定メール）

(パスワード変更画面）
⑧ 新しいパスワードを入力します。

※設定できるパスワードには、文字の

種類や数に条件があります。パスワー

ド入力欄の上に案内があるため、設

定の際にご確認ください。

⑨ 「パスワード変更」をクリックすること

で、パスワードの変更が完了です。

注

⑦ メールに記載の URL にアクセスし、

「パスワード変更」画面を開きます。
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【電話・ＦＡＸお問い合わせ先】

■退職届・請求書に関すること

： （ナビダイヤル 番）

：

■掛金納付対象職員届等に関すること

： （ナビダイヤル 番）

：

■退職手当共済システムの操作等に関すること

： （ナビダイヤル 番）

：

※お電話の際は、共済契約者番号（ 桁の数字）をあらかじめご用意ください。

※一部のＩＰ電話からはナビダイヤルがご利用いただけません。

お手数ですが、お問い合わせフォーム・ＦＡＸにてその旨お知らせください。

こちらからお電話いたします。

※電話照会の受付時間は、 ～ （ ～ 月は ）、土日・祝日は休業

です。

【お問い合わせフォーム】

■手順

①福祉医療機構ホームページを開く（ ）

②画面上のコンテンツメニューから「退職手当共済」を選択

③画面最下段の「お問い合わせフォーム」を押下し、必要事項を入力後、

送信

※４月から６月（特に４月下旬）はお問い合わせが集中するため、電話オペレーターの増

員により体制強化を図っていますが、電話がつながりにくい場合には、お問い合わせ

フォームをご利用ください。
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